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広報 つのちょう ２

　
新
入
生
の
皆
さ
ん

　
　
　
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

４
月
、
町
内
の
小
中
学
校
で
は
、
保
護
者
や
先
生
方
に
温
か
く
見
守
ら
れ

な
が
ら
入
学
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
の
新
鮮
な
気
持
ち
を
忘
れ
ず
勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り
組
み
、
友

だ
ち
と
仲
良
く
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
広
報
事
務
局
︶

葉
山
小
学
校

東
津
野
中
学
校

中
央
小
学
校

葉
山
中
学
校
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春の人事異動等による新しい職員を紹介します

　　月から星のまち魅力創造課に配属となりました、久保浦

美月と申します。津野町出身者として、  生まれ育ったふるさ

とのために働く機会をいただけたことを大変嬉しく思います。

この町の素晴らしさをより多くの方に伝えられるよう、精一

杯努めてまいりますので、  どうぞよろしくお願いいたしま

す。

　　月から入庁し教育委員会に配属となりました、黒田陽渚

と申します。

　自然が多く、あたたかな津野町で働けることを非常に嬉し

く思います。

　一日でも早く仕事を覚え、町民の皆さまのお役に立てるよ

う精一杯努めてまいります。  どうぞよろしくお願いいたし

ます。

　今年の  月から健康福祉課に配属となりました、矢野桃花

と申します。

　津野町役場への入庁をきっかけに津野町に引っ越してまい

りました。

　分からないことばかりですが、一日でも早く皆さまのお役

に立てるよう精一杯努めてまいります。  どうぞよろしくお

願いいたします。

　
結
婚
50
年
を
迎
え
ら
れ
た
ご

夫
婦
を
祝
福
す
る
﹁
金
婚
夫
婦

祝
福
式
典︵
金
婚
式
︶﹂が
、
本
年

も
高
知
新
聞
社
・
Ｒ
Ｋ
Ｃ
高
知

放
送
・
高
知
新
聞
社
会
福
祉
事

業
団
の
主
催
で
９
月
１
日
　
　

に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
参
加
希
望

者
を
取
り
ま
と
め
て
申
請
し
ま

す
の
で
、
次
の
要
領
で
お
申
し

込
み
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案

内
い
た
し
ま
す
。

︻
資  

格
︼

　
昭
和
51
年
１
月
１
日
か
ら
同

年
12
月
31
日
に
婚
姻
届
を
提
出

さ
れ
た
津
野
町
在
住
の
ご
夫
婦

※

右
記
以
前
の
届
出
で
も
、
初

め
て
申
し
込
ま
れ
る
方
は
対
象

と
な
り
ま
す
。

※

こ
れ
ま
で
に
一
度
お
申
し
込

み
い
た
だ
い
た
ご
夫
婦
の
再
申

し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

︻
お
申
し
込
み
方
法
︼

　
津
野
町
役
場
本
庁
舎
及
び
西

庁
舎
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に

記
入
後
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

︻
お
申
し
込
み
期
限
︼

　
令
和
８
年
５
月
29
日︵
金
︶

ま
で

︻
式
典
日
時
︼

　
令
和
８
年
９
月
１
日︵
火
︶

　
午
後
２
時
か
ら

︻
会
　
　
場
︼

　
土
佐
市

　﹃
土
佐
市
複
合
文
化

　
　
　
施
設
つ
な
ー
で
﹄

※

町
の
バ
ス
で
送
迎
を
行
い
ま

す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
　
町
民
課
　
　
橋
田
　
佐
智

　
　
　
　
　
☎
55‐

２
３
１
４

第
69
回
金
婚
夫
婦
祝
福
式
典

　
　
　
　
　
　
参
加
申
し
込
み
の
ご
案
内

久保浦　美月

黒田　陽渚

矢野　桃花

くぼうら　  みづき

くろだ　　ひ な

や の　   ももか

︵
火
︶

４

４

４

staff66
スタンプ



広報 つのちょう ４

教 育 次 長
教育次長補佐
振興監(学校教育)
学 校 教 育
学 校 教 育
学 校 教 育
生 涯 学 習
生 涯 学 習
生 涯 学 習
生 涯 学 習
外国語指導助手
外国語指導助手
外国語指導助手
地域おこし協力隊

池　田　三　男

令和８年４月１日付（ 職 員 配 置 ）

岡　﨑 光　明

明神　　一
川田　明男
市川　　弘
福井　翔大
鍋島　友弥
鍋島　　力
久保浦大貴
井上　沙耶

［　西　庁　舎　］

大坂　　清
小川　　悟
三上　由佳
西森　有希
横山　舞衣
黒田　陽渚
池　　大輔
阿部　　学
石田　純也
中山　輝紀
ロドリゲス・アラン
ギブンス・アリソン
デイリー・ジリアン
宮井　健祐

西村　芳美
玉川　美穂
嶋﨑　未都
野中　亜矢
鍋島　陽香
山添菜々美
濵岡　麻衣
森野　智春
小笠原眞衣
高橋香代子
北代　　歩
市川　優那

中久保里恵
明神　香奈
福井めぐみ
藤村　由意
高橋　愛実
上岡　千夏

認定こども園さくらんぼ園 認定こども園にじいろ園教育委員会

教　育　委　員　会 教育長　　久寿　久美子

濱口　和司
池　　　香
山﨑　亜倫
岡村　晃子
金子明香里
下元　博美
山本　　幸

課 長
課 長 補 佐
公 共 土 木
公 共 土 木
林 業 土 木
農 業 土 木
水 道
浄化槽・庶務

園長(再任用)

園 長 補 佐

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

園 長

園 長 補 佐

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

保 育 教 諭

社会福祉士(兼務)
保健師(兼務)
社会福祉士
保 健 師
保 健 師
看護師(兼務)

岡田　浩久
濱口　和司
池　　　香
高橋　智哉
久保浦　彩
楠目　悦生
田中　柑菜

課 長
課 長 補 佐
振 興 監
介 護 保 険
介 護 保 険
窓口・福祉
窓口・福祉

建設課介護福祉課

地域包括支援センター

岡田　浩久
池　　　香
片岡　扶美
下元　博美

室長(兼務)
室長補佐(兼務)
看護師(再任用)
看護師(兼務)

長生き応援室

西森　雅人
松浦　　清
吉門　大輔

退　　職



本庁事務局（兼務）

本庁事務局（兼務）

本庁事務局（兼務）

本庁事務局（兼務）

西庁事務局（兼務）  

西庁事務局（兼務）

福井　弘樹
中山　公裕
池澤明日香
戸田この実
岡田　浩久
久保浦　彩

選挙管理委員会
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津 野 町 行 政 組 織

町　長

福井　弘樹
中山　公裕
戸田　博久
松岡　大道
高橋　佐知
池澤明日香
別府　　薫
十万　涼風
小林　貴茂
戸田この実
鍋島芙柚音
福井　早瀬

大﨑　陽子
高橋　宏輔
竹内　祥悟
久保浦美月
髙本　依里
片岡　昌梓
岡﨑　大輝
高橋　　梓
岩渕　　祥

森下　翔太
猪俣　美和
長谷川　恵
沖本由莉蘭
中島　　渉

吉村　伸一
橋田　佐智
太田　明宏
節安　　澪
西村　琴美
笹岡ちひろ
福原　拓司
髙本　泰成
下元佳乃子
磯田　瑞貴

総務課 星のまち魅力創造課 町民課

青木　啓祐
吉村　伸一
下元　令子
梅下ゆかり
宮本　千春

姫野々診療所

青木　啓祐
吉村　伸一
下元　令子
井上　智恵
坂本　恵子

杉ノ川診療所

伊藤　雅代
西川　　南

会計管理課

議会事務局

総務課付出向等

溝渕　敏彦
西森　正浩
川西　穂実
浦口　実里
谷脇　秋穂
坂本　雅文
明神　正治
戸田　知憲
大野　大将
西田　知洋
永橋　　遼
矢野　太紀
大﨑　裕樹
大﨑　将悟
小橋　風矢
森岡　恭平
長永　健宏
石元ひかる

監査委員事務局

［　本　庁　舎　］

三本　修司
野瀬　隆行
浦口　拓人
西森　健一
木原　美佐
河上　桐也
鍋島　浩一
谷脇　吉貴
石元　和奈

産業課

三本　修司
野瀬　隆行
西森　健一

農業委員会

総務・危機管理

総務・危機管理

総 　 　 務

総 　 　 務

総 　 　 務

総 　 　 務

財 　 　 政

財 　 　 政

葉 山 荘

高 原 荘

北海道訓子府町

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

高幡消防組合

課 長

課 長 補 佐

観 光

観 光

観 光

まちづくり

まちづくり

まちづくり

まちづくり

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊

課 長

課 長 補 佐

後 期 高 齢

国 保

税 務

税 務

税 務

税 務

戸籍・窓口

戸籍・窓口

課長兼会計管理者

出 納 員

大﨑　昭彦
高橋真梨菜

事 務 局 長

書 記

山本　裕美
鍋島　奨太
別府　　薫

室 長 補 佐

行 政 改 革

DX 推進（兼務）

大﨑　昭彦
高橋真梨菜

事務局(兼務)

書記(兼務)

事務局長 ( 兼務 )

事務局 ( 兼務 )

事務局 ( 兼務、再任用 )

所長(医師)

事務長(兼務)

看 護 師

看護師(再任用)

所長(医師)

事務長(兼務)

振興監(兼務)

看 護 師

看 護 師

課 長
課長補佐
農業・林業
農業(再任用)
農 業
林 業
環境・商工
環境・水産
商工・イベント

副 町 長

課 長 補 佐 兼
危機管理室長補佐

高知県後期高齢者

医療広域連合

高知県人づくり
広域連合

業務改善推進室

課 長

課 長 補 佐

保健衛生・児童福祉

母子健康・児童福祉

相談支援専門員

健康運動指導士

障害保健福祉

健康増進・障害福祉

障 害 福 祉

健 康 増 進

母 子 健 康

保 健 衛 生

健康福祉課

中久保　順
福井　　忍
又川　知実
佐藤　理佐
平井乃梨子
松浦　　清
松浦　元香
嶋﨑　　祐
高橋　春芽
林　　泰文
堀川　晴加
矢野　桃花

北海道訓子府町

振興監
(兼臨床検査技師)

★令和8年度から観光推進課とまちづくり推進課が統合し、星のまち魅力創造課となりました。

★令和8年度から業務改善推進室が新設されました。

課　長　兼
危機管理室長

(再任用)



広報 つのちょう ６

３
月
29
日
　
　
に
葉
山
龍
馬

を
愛
す
る
会
︵
石
村
清
郎
会
長
︶

主
催
に
よ
る
﹁
第
36
回
　
龍
馬
と

歩
こ
う
脱
藩
の
道
﹂
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
は
﹁
坂
本
龍
馬
が
脱
藩
し
た
と

さ
れ
る
道
を
、
往
時
に
想
い
を
馳

せ
な
が
ら
、
健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

を
兼
ね
て
歩
く
と
と
も
に
、
町
内

外
の
参
加
者
と
交
流
を
深
め
な

が
ら
道
中
に
あ
る
文
化
史
跡
や

名
所
に
つ
い
て
学
ぶ
﹂
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
町
内
外
か
ら
142
人
の

方
が
参
加
し
、
春
ら
し
い
穏
や

か
な
陽
気
の
中
で
、
佐
川
龍
馬

神
社
か
ら
津
野
町
か
わ
う
そ
自

然
公
園
ま
で
の
約
13
・
５
㎞
の

道
の
り
を
歩
き
ま
し
た
。

　
昼
食
は
、
三
間
川
の
女
性
部

の
皆
さ
ん
が
腕
に
よ
り
を
か
け

て
作
っ
た
、
軍
鶏
汁
や
羽
釜
で

炊
い
た
美
味
し
い
ご
は
ん
を
味

わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
津
野
町
の
特
産
品
が

当
た
る
﹁
お
楽
し
み
抽
選
会
﹂
も

行
わ
れ
、
さ
ら
に
今
年
は
津
野

町
制
施
行
20
周
年
を
記
念
し
た

三
間
川
産
の
お
米
が
当
た
る
特

別
賞
も
ご
用
意
し
、
参
加
者
に

喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
道
中
で
は
、
三
間
川
、
樺
の

川
、
西
谷
、
姫
小
町
の
皆
さ
ま
が

温
か
い
お
も
て
な
し
で
参
加
者

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
﹁
町
の
人
が

優
し
か
っ
た
﹂﹁
お
も
て
な
し
の

心
を
感
じ
た
﹂
な
ど
の
声
が
寄

せ
ら
れ
、
笑
顔
の
輪
が
広
が
る

一
日
と
な
り
ま
し
た
。

第
36
回
　
龍
馬
と
歩
こ
う
脱
藩
の
道

▲佐川龍馬神社からウォーキングをスタート

▲険しい山道を進む参加者の皆さん

▲昼食会場 ( 脱藩広場 )

▲道中のおもてなし

︵
星
の
ま
ち
魅
力
創
造
課
︶

▲龍馬姿の会長ごあいさつ

(

日)

し
ゃ
も
じ
る

は
が
ま
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5月5日〜11日までの1週間はこどもまんなか児童福祉週間です

　「いこうぜ！みんな キラキラのあしたへ ゴーゴゴー！」
　　　　令和８年度こどもまんなか児童福祉週間標語

○こどもまんなか児童福祉週間とは・・・
　こどもや家庭、こどもの健やかな成長について、国民全体で考えることを目的に、５月５日の
「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか児童福祉週間」と定めています。すべてのこども
たちがそれぞれの意志で、新しい未来を築いて行こうとする取り組みを進めていくために、こど
もたちを応援する環境を整備していきましょう。【お問い合わせ先】健康福祉課　☎55-2151

◎家庭における親子のふれあい促進
　こども自身の不安や悩み、こどもの夢、将
来の希望など家族で話し合う機会や「食」を
通して親子がふれあう機会をつくりましょう。
◎地域における児童健全育成活動の促進
　地域活動や文化体験活動、社会参加活動を
通じて、自主性、社会性および創造性を高め、
また地域でのこどもの居場所づくりを促進し
ましょう。

◎児童虐待への適切な対応
　国や地方自治体、地域の関係機関、住民が
力を合わせて、全てのこどもが健やかに成長
できる社会を目指し、また子育て中の保護者
が孤立しないように地域社会でも見守りまし
ょう。
◎障がいのあるこども等に対する理解の促進
　障がいのあるこども等に対する地域住民一
人ひとりの理解を促進し、障がいのあるなし
に関係なく日々の生活や遊びを通じて全ての
こどもがあらゆる活動に参加できるように努
めましょう。

○
人
権
擁
護
委
員
制
度
を

知
っ
て
い
ま
す
か
。
６
月
１

日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が

施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

﹁
人
権
﹂
と
は
﹁
人
が
幸
せ
に
生

活
す
る
た
め
に
必
要
な
権
利
﹂
で

す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
現
在
、
高

知
県
内
に
約
170
名
が
配
置
さ
れ

て
お
り
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん

が
、
人
権
に
つ
い
て
関
心
を
持

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活

動
を
行
っ
た
り
、
法
務
局
や
市

役
所
な
ど
の
公
共
施
設
等
に
お

い
て
、
家
庭
や
職
場
内
に
お
け

る
問
題
、
セ
ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
、
い

じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

誹
謗
中
傷
な
ど
、
人
権
問
題
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。相
談
は
無
料
で
、
秘

密
厳
守
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽
に
法
務

局
又
は
人
権
擁
護
委
員
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
６
月
中
に
県
内
に
お
い
て

﹁
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
所
﹂

を
開
設
し
ま
す
。
お
問
い
合
わ

せ
は
、
最
寄
り
の
法
務
局
ま
で
、

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

○﹁
く
ら
し
の
悩
み
ご
と
相

談
所
﹂を
開
設
し
ま
す
。

　
高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
人

権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
高

知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
に

て
、
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
人

権
擁
護
委
員
に
よ
る
﹁
く
ら
し

の
悩
み
ご
と
相
談
所
﹂
を
開
催

し
ま
す
。

日
時

令
和
８
年
６
月
３
日︵
水
︶

午
前
10
時
〜
正
午
ま
で

午
後
１
時
〜
午
後
４
時
ま
で

※

予
約
の
締
め
切
り
は
同
年

６
月
１
日︵
月
︶正
午
ま
で

会
場

高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎

８
階

︵
高
知
市
栄
田
町
２-

２-

10
︶

相
談
担
当
者

弁
護
士
の
資
格
を
有
す
る
人
権

擁
護
委
員

相
談
内
容

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
・
体
罰
、
名

誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

等
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談

　
相
談
は
無
料
、予
約
制
で
す
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

〇﹁
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ

イ
ヤ
ル

み
ん
な
の
人
権
１

１
０
番
﹂

　
全
国
の
法
務
局
で
は
、
左
記

の
と
お
り
、
全
国
統
一
の
電
話

番
号
に
よ
り
人
権
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

時
間

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
午
後
５
時
15
分
ま
で

電
話
番
号︵
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
︶

０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０

※

一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
ご

利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

取
扱
内
容

差
別
待
遇
、
暴
行
・
虐
待
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
い
じ
め
・
体
罰
、
名

誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

等
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談

そ
の
他

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。
法
務
局
職
員
又
は
人
権

擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

＊
以
上
の
記
事
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は

高
知
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課
︵
☎
０
８
８-

８
２

２-

３
５
０
３
︶
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津
野
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ

ィ
実
現
に
向
け
た
二
酸
化
炭
素

削
減
の
取
り
組
み
と
し
て
、
太

陽
光
発
電
設
備
と
蓄
電
池
設
備

等
を
住
宅
に
設
置
す
る
方
へ
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

︻
募
集
期
間
︼

　
５
月
１
日︵
金
︶〜

　
　
　
　
　
12
月
25
日︵
金
︶

︻
補
助
件
数
︼

15
件︵
先
着
順
︶

︻
補
助
要
件
︼

・
太
陽
光
設
備
と
併
せ
て
蓄
電

池
設
備
も
し
く
は
Ⅴ
２
Ｈ
設
備

の
い
ず
れ
か
を
設
置
す
る
者

︵
既
に
太
陽
光
設
備
を
設
置
し

て
い
る
場
合
は
蓄
電
池
設
備
も

し
く
は
Ⅴ
２
Ｈ
設
備
の
み
の
設

置
も
可
能
︶

・
実
績
報
告
を
す
る
日
に
お
い

て
、
津
野
町
に
住
所
を
有
し
、

県
税
及
び
町
税
等
の
滞
納
が
な

い
者

・
設
置
し
た
発
電
設
備
が
発
電

し
た
電
力
を
住
宅
に
お
い
て
消

費
す
る
者

・
補
助
金
交
付
決
定
後
に
契
約

を
実
施
す
る
事
業

・
令
和
９
年
１
月
31
日
ま
で
に

設
備
を
設
置
し
、
実
績
報
告
が

で
き
る
者

︻
補
助
金
額
︼

太
陽
光
発
電
設
備

１

あ
た
り
５
万
円

上
限…

５
　
　
上
限
25
万
円

蓄
電
池
設
備

１
　
あ
た
り
５
万
円

上
限…

10

　
上
限
50
万
円

︻
そ
の
他
︼

・
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

・
訪
問
、
電
話
等
で
の
勧
誘
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
導
入
の

際
は
、
ご
家
族
等
で
話
し
合
い

の
う
え
、
お
申
し
込
み
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
補
助
要
件
等
の
詳
細
は
、
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
　
　
産
業
課
　
鍋
島
　
浩
一

　
　
　
　
　
☎
55‐

２
０
２
１

住
宅
用
太
陽
光
発
電
設
備
等
導
入
推
進
事
業
費
補
助
金
の
ご
案
内

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
、
働
き

な
が
ら
年
金
を
受
け
取
る
方
に

つ
い
て
年
金
が
減
額
に
な
る
基

準
額
︵
基
本
月
給
と
老
齢
厚
生

年
金
の
合
計
︶
が
月
51
万
円
↓

65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　
平
均
寿
命
・
健
康
寿
命
が
延

び
る
中
で
、
働
き
続
け
る
こ
と

を
希
望
す
る
高
齢
者
の
方
の
活

躍
を
後
押
し
し
、
よ
り
働
き
や

す
い
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
、

今
回
の
見
直
し
の
趣
旨
で
す
。

　
ま
た
、
65
万
円
を
超
え
て
も
、

実
際
に
支
給
さ
れ
る
年
金
額
と

賃
金
の
合
計
額
は
な
だ
ら
か
に

増
加
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、
手

取
り
収
入
が
減
少
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
在
職
老
齢
年
金
に
つ
い
て

　
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
働
く

高
齢
者
に
つ
い
て
、
一
定
額
以

上
の
報
酬
の
あ
る
方
は
年
金
制

度
を
支
え
る
側
に
回
っ
て
い
た

だ
く
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き

年
金
の
支
給
を
調
整
す
る
仕
組

み
で
す
。
収
入
額
に
よ
り
年
金

額
が
支
給
停
止
︵
全
部
ま
た
は

一
部
︶
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
改
正
後
・
令
和
８
年
度
の
年

金
支
給
額
の
計
算
方
法
︵
月

額
︶

基
本
月
額
と
総
報
酬
月
額
相
当

額
と
の
合
計
が

①
65
万
円
以
下
の
場
合
↓

　
全
額
支
給

②
65
万
円
を
超
え
る
場
合
↓

　
基
本
月
額

︵
基
本
月
額
＋
総

　
報
酬
月
額
相
当
額-

　
　
　
　

  

２

※

令
和
８
年
度
の
基
準
額
で
、

毎
年
度
、
賃
金
の
変
動
に
応
じ

て
改
定
さ
れ
ま
す
。

☆
特
設
ペ
ー
ジ
︵
在
職
老
齢
年

金
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
︶

︵
日
本
年
金
機
構
HP
よ
り
︶

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

高
知
西
年
金
事
務
所

   
☎
０
８
８-

８
７
５-

１
７
１
７

︿
年
金
だ
よ
り
﹀

在
職
老
齢
年
金
制
度

の
改
正︵
見
直
し
︶に

つ
い
て

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
風
水
害

に
よ
る
大
規
模
な
災
害
を
想
定

し
た
総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し

ま
す
。

　
地
震
に
対
す
る
備
え
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
集
中
豪
雨
な
ど

の
災
害
へ
の
備
え
も
必
要
と
な

る
季
節
と
な
り
ま
す
の
で
、
防

災
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
た

め
の
、
地
域
防
災
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
も
開
催
し
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

◇
日
時

令
和
８
年
６
月
２
日︵
火
︶

10
時
か
ら
15
時︵
予
定
︶

◇
場
所

四
万
十
町
窪
川
運
動
場
多
目
的

広
場︵
四
万
十
町
金
上
野
949
︶

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

高
知
県
危
機
管
理
部
・
防
災
課

☎
０
８
８-

８
２
３-

９
３
２
０

県
か
ら
の
お
知
ら
せ

高
知
県
総
合
防
災
訓
練
・

地
域
防
災
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
　
　
　
　
　
　
を
開
催

÷

kw

kw

kw

kw

※

65
万
円
︶

-
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１．利用促進事業
　新規就農者や農業後継者等の安定した農業経
営を図るため空きハウス再利用に要する経費を
補助
【対象者区分】
・新規就農者
・規模拡大者
・事業継承者
【補助対象経費】
①ハウス本体資材・潅水設備・フィルム資材費
②ハウス内の機械設備費
【補助限度額】
①10ａ当たり65万円
②10ａ当たり35万円
【補助率】　1/2以内

利用されていない園芸用ハウス（空きハウス）に活用できる補助事業のご案内

２．撤去支援事業
　ハウス農地の荒廃化防止のための撤去や移設
に要する経費を補助
【補助事業区分（内容）】
①ハウス跡地利用事業（ハウスを撤去し、更地
にして農地として利用）
②ハウス資材再利用事業（①の内容に加え、ハ
ウス解体後の資材を他農地へ運搬し、再設置し
て利用）
【補助対象経費】
①ハウスの解体、運搬及び処分に要する経費
②ハウスの解体、運搬及び再設置に要する経費
【補助限度額】
①②共に10ａ当たり50万円
【補助率】　1/2以内

　各種社会福祉施設（老人ホームや就労継続支援事業所、保育所等）やホームヘルプサービス

といった福祉サービス利用においての疑問や悩み等の困りごとは、その事業者との話し合いで

の解決が望まれます。

　しかし、話し合いだけでは解決しなかったり、直接話すことに少し抵抗を感じたりする場合

もあると思います。

　そのような時には「福祉サービス困りごと解決委員会」にご相談ください。秘密厳守で対応

させていただきます。

　相談は無料で、受付は年末年始を除いた平日の午前９時から午後４時までです。

福祉サービスで悩んだり、困ったりしていることはありませんか？

【お問い合わせ先】

高知県運営適正化委員会（福祉サービス困りごと解決委員会）

高知市朝倉戊375‐1　高知県立福祉交流プラザ

☎　088－802－2611　　FAX　088－844－9443

　　kaiketsu@pipp ikoch i .or . jp（FAXとメールは24時間受付）

　
新
た
に
町
内
に
出
店
す
る
方
を

応
援
し
ま
す
！

︻
対
象
者
︼

町
内
に
住
む
個
人
、
団
体
、
事
業
者

等
で
町
内
に
出
店
す
る
方

︻
対
象
事
業
︼

・
町
内
で
の
新
た
な
店
舗
出
店

・
町
内
で
の
新
規
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

に
よ
る
移
動
販
売

︻
補
助
率
︼

補
助
対
象
経
費
の
25
％
以
内

︻
補
助
額
︼上
限
100
万
円

︻
補
助
対
象
経
費
︼

出
店
に
必
要
な･･･

　
機
械
装
置
費
、
広
報
費
、
借
料
、
専

門
家
謝
金
、
工
事
費
、
備
品
購
入
費
、

委
託
費
な
ど

︻
募
集
期
間
︼

令
和
８
年
５
月
１
日︵
金
︶

　
　
　
　
　
〜
12
月
28
日︵
月
︶

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
細
の
内

容
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ご
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
　
　
　
産
業
課
　

石
元
　
和
奈

　
　
　
　
　
　
　
☎
55-

２
０
２
１

津
野
町
出
店
等
応
援

事
業
費
補
助
金
の
ご
案
内

　両事業、詳細については、お問い合わせください。
【お問い合わせ先】　産業課　木原　美佐　　☎55-2021
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６
月
１
日
か
ら
四
万
十
川

(

北
川
川
・
梼
原
川
他  
に
お
け

る
ア
ユ
漁
が
解
禁
に
な
り
ま
す
。

津
野
町
魚
族
保
護
会
は
、
北
川

川
流
域
に
稚
ア
ユ
１
，
４
４
６

㎏
を
放
流
し
ま
し
た
。

　
津
野
町
・
梼
原
町
で
は
、
釣

り
な
ど
の
遊
漁
を
よ
り
多
く
の

方
々
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た

め
、魚
族
の
増
殖
、河
川
の
愛
護
、

遊
漁
者
の
マ
ナ
ー
向
上
を
目
的

と
し
た
遊
漁
券
を
発
行
し
、
協

力
金
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

所
定
の
販
売
所
で
遊
漁
券
を
お

買
い
求
め
の
上
、
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

︻
遊
漁
対
象
河
川
︼

梼
原
町
及
び
津
野
町
の
河
川
の

う
ち
、
梼
原
川
、
四
万
川
川
、
北

川
川
、
力
石
川
等
の
全
河
川︵
船

戸
川
を
除
く
︶

︻
遊
漁
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
︼

〇
ア
ユ
の
え
さ
釣
り
に
つ
い
て

は
区
域
・
餌
等
に
規
制
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
釣
り
専
用
区
域
を
設

け
て
い
ま
す
。

〇
漁
法
の
専
用
区
域
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
遊
漁
券
購
入
時
の

チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〇
ワ
ッ
ペ
ン
は
、
車
等
に
置
か

ず
に
必
ず
身
に
着
け
遊
漁
を
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

〇
夏
休
み
の
期
間
中
、
小
中
学

生
を
対
象
に
開
放
し
て
い
る
ゾ

ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
子
供
た
ち

優
先
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

〇
冷
水
病
の
発
生
に
つ
な
が
る

恐
れ
が
あ
る
た
め
、
池
の
死
魚
・

病
魚
な
ど
は
川
に
捨
て
な
い
で

く
だ
さ
い
。

〇
釣
り
糸
・
釣
り
針
や
ゴ
ミ
は

必
ず
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

︻
お
礼
︼

　
北
川
川
の
ア
ユ
放
流
に
つ
き

ま
し
て
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
を

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
　
　
産
業
課
　
谷
脇
　
吉
貴

　
　
　
　

　
☎
55-

２
０
２
１

四
万
十
川
　
ア
ユ
漁
解
禁
！

ぎじ釣り（毛針）

）
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合併処理浄化槽 の
“設置（整備）方法” と “維持管理の方法” が変わります

 ■ 設置（整備）の方法について 

令和９年
３月31日まで

町が設置
■津野町（役場）が設置工事を発注し、設置業者を決定します。
　工事完了後、工事の分担金を役場から申請者に請求し、申請者は
　分担金を津野町（役場）に支払います。

設置の方法 内　容

内　容

令和９年
４月１日から

個人が設置 ■申請者が設置業者を決定します。
補助金の申請・工事完了後、補助金を交付します。

■ 維持管理の方法について 

令和11年
３月31日まで
（これまでどおり）

管理の方法

役場が管理
①浄化槽の使用料（保守点検料、汲み取り料及び法定検査手数料を
　含む）を役場に支払います。
②浄化槽の修繕は役場が行います。（ブロアなどは個人負担です）

●設置後10年を経過した（平成28年3月末までに設置済）浄化槽を
　対象に、令和８年度中に「浄化槽の譲渡に関する同意書（引渡し書）」
　を順次、郵送します。

令和11年
４月１日から

個人が管理
①保守点検や汲み取り（清掃）は、個人が業者と契約して行います。
②法定検査手数料は、個人が支払います。
③浄化槽の修繕は個人が行います。

【お問い合わせ先】建設課　井上　沙耶　☎62－2314

設置の方法 内　容

内　容管理の方法

➡

新荘川におけるアユ漁の解禁について

　　※注意 ・アユ漁の際、消防道への駐車はご遠慮ください。

　　　　　　・新荘川の環境美化のため、ごみはお持ち帰りください。

　５月15日から新荘川においてアユ漁が、ぎじづり・ともづり・徒手採捕・すくい網の漁法でアユ漁

が解禁になります。遊漁料をお支払いのうえお楽しみください。

【遊魚期間等】

【お問い合わせ先】新荘川漁業協同組合　☎0889-42-7886

№255　2026.5
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　役場より納税義務者の方に「納税通知書」を発送いたします。令和8年6月1日までにお納めください。
　なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日時点の所有者が4月2日以降
に廃車・名義変更などをしても、その年度の税金は全額納めていただく必要があります。税額については
以下のとおりです。 

　新車新規登録が平成27年4月1日以降の車両【※2】、新車新規登録から13年を超える車両（平成21年3
月以前）【※3】については平成 28 年度より改正された税率が適用されますが、新車新規登録が平成 27 年３
月31日までの車両【※1】については税率の変更はありません。

（※1）電気自動車・天然ガス軽自動車で平成 21 年排出ガス規制 10％以上低減車または平成 30 年排出ガス規制適合車   

（※2）営業用乗用車：令和 2 年度基準達成かつ令和 12 年度基準 90％達成車両

（※3）営業用乗用車：令和 2 年度基準達成かつ令和 12 年度基準 70％達成車両

※（※2）、（※3）については、ガソリン車、ハイブリット車で平成 17 年排出ガス規制 75％低減車または平成 30 年排出ガス

規制 50％低減車に限ります。

※口座振替にされている方は令和 8 年度より領収書兼納税証明書の発行が廃止となっておりますのでご了承ください。

※車検の際、納税証明書は原則不要になっております。 ただし納税後すぐに車検を受ける方は、納税証明書が必要になる

場合があります。

      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先 】　　町民課税務係　　☎55-2314

　一定の環境性能を満たす車両については取得した日の属する年度の翌年度に限り、税率を軽課する特例

措置が適用されます。
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　身体障害者で以下の要件を満たしている方は、軽自動車税の減免を受けることができます。

　ただし、普通自動車で減免を受けられている方は申請ができません。     

　また、身体障害者で継続の方の申請は必要ありませんが、生活保護受給者の方については申請の必要が

ありますのでご注意ください。

　減免申請をされる方は、納期限の一週間前となる令和 8 年 5 月 25 日（月）までに申請してください。

減免申請できる方

減免の対象となる自動車の条件 

（1）身体障害者に係る軽自動車税の減免認定基準表  

（2）知的障害者または精神障害者に係る軽自動車税の減免認定基準表   

※１人につき 1 台に限ります。普通自動車（自動車税）で減免を受けられている方は、軽自動車税の減免を受けることができま
　せん。     

申請に必要な書類

【お問い合わせ先】　町民課税務係　☎55-2314 

（１）各手帳　（２）運転免許証　（３）軽自動車税納税通知書　 （４）車検証   

※ただし、４月１日現在で療育手帳または精神障害者保健福祉手帳が交付されていること   

※ただし、4月1日現在で障害者手帳が交付されていること  
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帯状疱疹ワクチン任意予防接種助成のお知らせ

　令和7年度より帯状疱疹ワクチンの任意接種費用の一部助成が始まりました。
令和8年度の対象者については、下記のとおりになります。

○対象者・・・50歳～61歳の方
※過去に帯状疱疹ワクチンを接種した人を除く。

○接種の手順
　1．健康福祉課または役場西庁窓口で申し込みをしてください。

　2．医療機関で接種
　　①町内医療機関で接種を受けた場合
　　　・接種費用の助成額を差し引いた金額をお支払いください。

　　②町外医療機関で接種を受けた場合
　　　・接種時は接種費用を全額お支払いください。
　　　・接種後、助成金交付申請書を健康福祉課または役場西庁窓口へ提出してください。
　　　　※提出時に、本人確認書類（免許証またはマイナンバーカード）予防接種済証、
　　　　　領収書、振込先口座の分かるものが必要です。

○助成額
　課税・非課税世帯
　　①生ワクチン　　・・・助成なし
　　②組み換えワクチン・・・10,000円/回
　　　　※組み換えワクチンは、2回接種が必要になります。

【お問い合わせ先】健康福祉課　予防接種担当　　☎55-2151

健（検）診を受けましょう

　令和8年度総合健診を6月(東地区)と7月(西地区)に実施いたします。

　津野町健康増進計画では受診率の向上を目標としており、ご自身の身体に関心を持って、

生活習慣を改善することが重要です。

病気になってしまうと

　　・病院に通わないといけない

　　・入院が必要になる場合もある

　　・通院費、治療費や薬代がかかってしまう

　　・寝たきりや身体の麻痺などの後遺症が残ることもある

健診(検診)を受けることで

　　・病気になる危険がないかどうかを知れる

　　・危険に気づいて病気の予防につながる

　　・病気を予防できれば、医療費が減らせる

　　・病気を早期発見・早期治療することで治る可能性が高くなる

 　1年に1度、ご自身の生活を振り返る機会として、また自分では気づきにくい体の不調や

病気の早期発見として健（検）診を受けましょう。まだ申し込みをされていない方は下記まで

お問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】健康福祉課　☎55-2151
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津
野
町
で
は
、
津
野
町
に
生

息
し
て
い
る
猫
の
不
妊
手
術
に

か
か
る
経
費
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。

町
が
負
担
す
る
額

・
飼
い
主
の
い
な
い
メ
ス
猫

　
１
匹
に
つ
き
８
，０
０
０
円

・
飼
い
主
の
い
な
い
オ
ス
猫

　
１
匹
に
つ
き
５
，０
０
０
円

・
飼
い
主
の
い
る
メ
ス
猫

　
１
匹
に
つ
き
５
，０
０
０
円

・
飼
い
主
の
い
る
オ
ス
猫

　
１
匹
に
つ
き
３
，０
０
０
円

申
請
方
法

・
手
術
実
施
前
に
、産
業
課
に
て

配
布
し
て
い
る
申
請
書
に
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
上
、
ご
提
出

く
だ
さ
い
。︵
予
算
が
な
く
な
り

次
第
終
了
と
な
り
ま
す
︶

　
詳
細
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
産
業
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
　
産
業
課
　
　
石
元
　
和
奈

　
　
　
　
　
　
☎
55-

２
０
２
１

令
和
８
年
度
津
野
町

猫
不
妊
手
術
支
援
補
助
金

先
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　日常生活を送るうえで、常時特別な介護や支援を必要とする方（お子さんから大人の

方まで）を対象とした各種手当があります。

　「自分や家族は対象になるのかな？」と少しでも思われたら、まずはお気軽に健康福

祉課までご相談ください。

日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上で
　①身体障害者手帳1級または2級程度の障がいが重複しており、国の障害程度
　　認定基準を満たしている方
　②特に重度の身体機能の障がいがあるため、日常生活動作能力の評価が極め  
　　て重度と認められる方
　③内部障がいがあり、安静度が絶対安静の方
　④精神または知的障がいで日常生活動作能力の評価が極めて重度と認められ
　　る方

　①障害者支援施設、特別養護老人ホームなどへの入所や医療機関に3か月を超
　　えて入院中の場合
　②受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上あ
　　る場合
　　　　　月額 30,450円（令和8年4月時点）

日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満で

　①身体障害者手帳1級程度の障がいがある方及び2級程度の障害がある一部の

　　方

　②療育手帳 A1（最重度）または A2（重度）の方のうち、国の障害程度認定基準を

　　満たしている方

　③精神の障がいで、上記と同程度以上と認められた方

　①児童福祉施設などに入所している場合

　②障がいを事由とする年金を受給している場合

　③受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上あ

　　る場合

　　　　　月額 16,560円（令和8年4月時点）

特別障害者手当

障害児福祉手当

障がいのある方や、そのご家族を支える「手当」のご案内

左記へ続く

【対象者】

【対象者】

【支給制限】

【支給額】

【支給制限】

【支給額】
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【対象者】
障がいのある 20 歳未満の児童を自宅で養育している保護者で
　①身体障害者手帳 1～ 3 級程度の障がいがある方または 4 級程度の障がいが
　　ある一部の方
　②療育手帳 A1（最重度）、A2（重度）の障がいがある方
　③精神の障がい（発達障がいを含む）であって、上記と同程度以上と認められる
　　程度の方
　 ※療育手帳 B1（中度）B2（軽度）の方でも、 精神の障がい（発達障がいを含む）が
　　ある場合は対象となることがあります。

【支給制限】
　①施設などに入所している場合
　②受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上あ
　　る

【支給額】　月額 1 級：58,450 円／ 2 級：38,930 円（令和 8 年 4 月時点）

特別児童扶養手当

【対象者】
障がいのある 18 歳未満の児童を自宅で養育している保護者で特別児童扶養手当
の 1 級相当の障がいがある方

【支給制限】
①　障害児福祉手当の受給資格者
②　児童福祉施設などに入所している場合

【支給額】　月額 7,300 円（令和 8 年 4 月時点）

高知県重度心身障害児療育手当

【お問い合わせ先】健康福祉課　☎55-2151

　
令
和
８
年
３
月
22
日(

日)

に
第
13
回

Ｂ
＆
Ｇ
財
団
会
長
杯
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

高
校
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
大
会
は
、
津
野
町
東
津
野
Ｂ

＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
を
メ
イ
ン
会
場

に
開
催
さ
れ
、
高
知
県
内
か
ら
７
チ

ー
ム
、
愛
媛
県
か
ら
３
チ
ー
ム
、
徳

島
県
か
ら
２
チ
ー
ム
の
計
12
チ
ー
ム

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　
力
強
い
ス
パ
イ
ク
、
高
い
ブ
ロ
ッ

ク
、
粘
り
強
い
レ
シ
ー
ブ
な
ど
、
選

手
の
皆
さ
ん
は
日
頃
の
練
習
の
成
果

を
存
分
に
発
揮
し
、
ハ
ツ
ラ
ツ
と
し

た
プ
レ
ー
で
観
客
を
魅
了
し
ま
し

た
。
ま
た
、
息
の
合
っ
た
応
援
で
会

場
は
熱
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　
予
選
の
結
果
、
岡
豊
高
校
、
高
知

小
津
高
校
、
阿
波
高
校
が
決
勝
リ
ー

グ
に
勝
ち
上
が
り
ま
し
た
。
決
勝
リ

ー
グ
で
も
各
校
が
互
い
に
譲
ら
な
い

戦
い
を
繰
り
広
げ
、
見
事
岡
豊
高
校

が
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

︻
大
会
結
果
︼

優
　
勝
　
岡
豊
高
校

準
優
勝
　
高
知
小
津
高
校

第
３
位
　
阿
波
高
校

　
　
　
　
　
　
　
︵
教
育
委
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会
︶

第
13
回
Ｂ
＆
Ｇ
財
団
会
長
杯

四
国
ブ
ロ
ッ
ク
高
校
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
開
催
！
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水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

く ろ し お 病 院

く ぼ か わ 病 院

く ぼ か わ 病 院 く ろ し お 病 院

く ろ し お 病 院

く ろ し お 病 院

く ろ し お 病 院

不燃ごみ・粗大ごみ収集日 ビン・缶・ペットボトル収集日

161514

21 2322

13

20

く ろ し お 病 院

9

2

876

く ろ し お 病 院

1

く ぼ か わ 病 院

く ろ し お 病 院

県立巡回図書館
と　き：午前10時20分〜11時50分
ところ：町立図書館かわうそ館

幼児健診
と　き：個別にご案内します
ところ：役場本庁舎

く ぼ か わ 病 院

く ろ し お 病 院

く ぼ か わ 病 院

く ろ し お 病 院

3029

く ろ し お 病 院

育児相談ほしのわ
受　付：午前9時30分〜10時30分
ところ：つのっこルーム

計量器の定期検査
と　き：午前11時〜午後2時30分
ところ：役場西庁舎

計量器の定期検査
と　き：午前11時〜午後2時30分
ところ：役場本庁舎

津野町ブランドお披露目
セレモニー
と　き：午前10時〜11時
ところ：かわうそ自然公園
（5月5日(火)までバンダナ展示）

人権・行政相談
と　き：午前10時〜午後３時
ところ：役場西庁舎

アユ漁解禁（新荘川）

2827

く ろ し お 病 院く ぼ か わ 病 院

食改・健康ウォーキングのお知らせ
日　　時：令和８年５月10日（日）午前９：００～
コ ー ス：駄場周辺

集合場所：駄場　みどりの広場

持 ち 物：飲み物・帽子・タオル等

どなたでも参加できます。一緒に歩きませんか？（雨天中止）

　【お問い合わせ先】 津野町食生活改善推進協議会　担当　西森　佳子　☎080-6373-1675

つの★せかいのえんがわ
（Engl ish C lub）
と　き：午後4時〜5時30分
ところ：町立図書館かわうそ館

つの★せかいのえんがわ
（Engl ish C lub）
と　き：午後4時〜5時30分
ところ：町立図書館虎太郎館

農業委員会

すくすく広場・おひさま広場

おひさま広場　ところ：さくらんぼ園

　　　　　　　と　き：午前9時30分～午前11時

　　　　　　　　　　　5月19日、21日、26日

すくすく広場　ところ：にじいろ園

　　　　　　　と　き：午前9時30分～午前11時

　　　　　　　　　　　5月19日、21日、26日、28日

行事や感染症の発生状況により変更する場合があります

と　き：第１・３土曜日
　　　　午前11時30分
　　　〜正午
ところ：津野町立図書館
　　　　かわうそ館

振替休日
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17

日曜日 月曜日 火曜日

つ の カ レ ン ダ ー

く ろ し お 病 院

19

く ろ し お 病 院

26

18

4

55-2230（総合センターで受付）

5

梼　原　病　院

3

10不燃ごみ・粗大ごみ

く ろ し お 病 院 く ぼ か わ 病 院

く ぼ か わ 病 院

梼　原　病　院 高 陵 病 院

高 陵 病 院

11 12

く ろ し お 病 院

総務課・業務改善推進室
星のまち魅力創造課
　　　〃
町民課
健康福祉課
産業課
議会事務局

55-2311
55-2312
55-2023
55-2314
55-2151
55-2021
55-2038

津野町立図書館かわうそ館・
虎太郎館の開館時間と休館日

　開館時間　午前10時〜午後６時
　休館日　　毎週火曜日・第４金曜日・祝日
　　　　　　年末年始・特別整理期間
　　　12月27日~1月3日まではお休みです。

　　かわうそ館　☎５５-３００１
　　虎太郎館　　☎６２-３５５５

　新聞、雑誌、ダンボールは、役
場旧本庁・西庁の無人回収場所
で、毎日無料で受け入れていま
す。
（受け入れ時間：午前8時30分〜
午後5時まで）
※整理整頓をして置くようにして
ください。

と　き：午前 8時 30分〜正午
　　　　午後１時〜午後 5時
ところ：大谷収集場

24 25

く ぼ か わ 病 院 高 陵 病 院

口座振替
軽自動車税　
固定資産税（１期）

　　　　　　可燃ごみ収集日一覧
（東地区）
　毎週 月曜 ・木曜・・・葉山地域東部
　毎週 火曜 ・金曜・・・葉山地域西部

（西地区）
　毎週 月曜 ・木曜・・・東津野地域中東部
　毎週 火曜 ・金曜・・・東津野地域北西部

東地区（葉山地域）

と　き：午前8時30分〜正午
ところ：宮谷堆肥センター前

不燃ごみ・粗大ごみ

西地区（東津野地域）

31

く ぼ か わ 病 院

第22回津野町ふれあい

特産市
と　き：午前10時～午後3時
ところ：かわうそ自然公園

みどりの日憲法記念日 こどもの日
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訓子府町
くんねっぷ

訓子府町
くんねっぷ

（北海道訓子府町）

姉妹町からのお便り姉妹町からのお便り

　
訓
子
府
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
の
第
49

回
老
連
芸
能
発
表
会
が
、
３
月
26
日
に
町
公
民

館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
２
部
構
成
で
行
わ
れ
、
各
老
人
ク
ラ

ブ
で
は
合
唱
や
踊
り
、
体
操
や
ダ
ン
ス
、
短
編

劇
な
ど
多
彩
な
演
目
で
日
ご
ろ
の
練
習
の
成
果

を
発
表
し
ま
し
た
。
ま
た
、
個
人
に
よ
る
歌
謡

曲
の
披
露
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
各
ク
ラ
ブ
ご
と
に
そ
ろ
い
の
法
被
や
Ｔ
シ
ャ

ツ
な
ど
を
着
用
し
、
観
客
か
ら
は
手
拍
子
や
掛

け
声
が
溢
れ
、
会
場
は
華
や
い
だ
雰
囲
気
に
包

ま
れ
ま
し
た
。

　
来
場
者
の
一
人
は
﹁
毎
年
、
趣
向
を
凝
ら
し

た
演
出
で
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
出
演
者
は

ほ
ぼ
全
員
顔
見
知
り
な
の
で
、
元
気
な
よ
う
す

を
見
る
こ
と
が
で
き
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

来
年
も
お
互
い
、
健
康
に
気
を
つ
け
て
元
気
で

出
演
し
た
い
で
す
ね
﹂
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
会
場
に
は
、
約
200
人
が
来
場
し
、
出
演
者
の

発
表
に
温
か
い
拍
手
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

二
ツ
家
　

森
田
美
智
子

久
保
川
　

坂
本
　
千
栄

船
戸
　

松
岡
　
惠
子

高
知
市
　

西
崎
　
直
子

校
名
の
﹃
龍
に
ひ
か
れ
て
﹄
サ
イ
ン
乞
う
﹃
似
て
い
る
人
﹄
は
ウ
チ
の
娘
だ
け
ど

花
は
葉
に
学
校
帰
り
の
子
供
達

春
愁
や
と
か
く
余
生
は
想
定
外

打
ち
上
げ
た
ボ
ー
ル
の
散
ら
す
花
の
雲

︵
令
和
８
年
３
月
届
け
出
分
︶

お
め
で
た
と

お
く
や
み

第
49
回
老
連
芸
能
発
表
会

こ
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令
和
８
年
３
月
22
日
︵
日)

に
津
野
町
東
津
野
Ｂ
＆
Ｇ
海

洋
セ
ン
タ
ー
照
明
設
備
の
改

修
工
事
の
完
了
を
記
念
し
て

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
式
典
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
式
典

は
Ｂ
＆
Ｇ
財
団
朝
日
田
智
昭

常
務
理
事
を
は
じ
め
、
町
長
、

町
議
会
議
長
、
教
育
関
係
者
、

Ｂ
＆
Ｇ
利
用
者
等
た
く
さ
ん

の
関
係
者
の
ご
出
席
の
中
で

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
町
長
か
ら
、

﹁
町
民
の
皆
さ
ま
の
健
康
づ

く
り
は
元
よ
り
、
町
外
の
方

に
も
た
く
さ
ん
利
用
し
て
い

た
だ
き
、
津
野
町
全
体
の
活

性
化
を
し
て
い
き
た
い
﹂
と

の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
来
賓
の
祝
辞
も
い
た

だ
き
、
今
後
の
町
の
さ
ら
な

る
発
展
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　︵
教
育
委
員
会
︶

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
式
典
開
催

認定こども園　さくらんぼ園・にじいろ園こども園だより

～入園・進級式～

教育目標

豊かな心とやる気をもち

たくましく生きる

津野っ子の育成

さくらんぼ園21名

にじいろ園104名で

令和８年度がスタートしました。

さまざまな体験活動を通して、　

興味関心を広くもち、自ら主体

的に関わる力を育んでいきます。

▲さくらんぼ園４・５歳児

▲にじいろ園４歳児



はじめてのおたんじょうび

とにかく食べることが大好きな

男の子です♪これからたくさんの

友達と遊ぶのが楽しみだな☆

よろしくお願いします！

（新土居）
岡村　空くん

保護者　大輔

令和７年５月８日生まれ

中央小３年 下村　夢空
ゆら

中央小３年 戸田　壮亮
そうすけ

中央小３年 大﨑　光莉
ひかり

中央小３年 野村　幸来
ゆきな

みんなの作品
　今月号では中央小学校の
児童の作品をご紹介します。
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令和８年５月１日
編集　津野町広報編集委員会
〒785-0201
高知県高岡郡津野町永野225-1
TEL 0889−55−2311
印刷　（有）笹岡印刷所

津野町の人口
（令和８年 ３月末日現在）

総人口　5,013人(‒23）
　男　　2,392人(‒15）
　女　　2,621人(‒8）
世帯数　2,512世帯(＋9）

カッコ内は前月対比

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
っ
て
な
に
？

　
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
と
は
、
平
成
28
年
度
に
始

ま
っ
た
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
活
動
を
応
援
す

る
制
度
で
す
。健
︵
検
︶
診
や
地
域
サ
ロ
ン
で
行

う
介
護
予
防
活
動
、
町
の
実
施
す
る
健
康
づ
く

り
関
係
の
教
室
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
参
加
に

応
じ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。
500
ポ
イ

ン
ト
貯
ま
る
と
町
内
で
利
用
で
き
る
商
品
券

︵
500
円
分
︶
に
交
換
で
き
ま
す
。
20
歳
以
上
の
町

民
の
方
な
ら
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
、
楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
活
動
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
♪

注
意

　
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
・
商
品
券
に
は
有
効
期

限
が
あ
り
ま
す
。︵
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
は
発
行

日
か
ら
２
年
、
商
品
券
は
６
ヵ
月
︶
お
持
ち
の

方
は
今
一
度
発
行
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

健
康
福
祉
課
　
嶋
﨑
　
祐
　
☎
55-

２
１
５
１

楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
♪

＊
津
野
町
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
＊

令
和
８
年

　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
と

は
国
内
に
お
け
る
事
業
所
・
企

業
の
経
済
活
動
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
事
業
所
お
よ
び

企
業
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
町
内
の
農
林
漁
家
を
除
く
全

て
の
事
業
所
及
び
企
業
が
調
査

対
象
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
５
月
・
６
月
に
対
象
と
な
る

事
業
所
・
企
業
に
調
査
員
が
伺

い
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
理

解
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
　︵
総
務
課
　
十
万
　
涼
風
︶

編
集
後
記

　
北
海
道
訓
子
府
町
か
ら
２

年
間
の
人
事
交
流
職
員
と
し

て
津
野
町
に
来
ま
し
た
岩
渕

祥(

い
わ
ぶ
ち
し
ょ
う)

で
す
。

津
野
町
で
は
広
報
担
当
に
な

り
ま
し
た
。
読
み
や
す
い
広
報

を
目
指
し
て
頑
張
り
た
い
で

す
。
ま
た
、
広
報
業
務
を
通
じ

て
津
野
町
の
魅
力
や
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
知
れ
た
ら

と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
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